


出生時育児休業（産後パパ育休） 育児休業

※１. 1歳（1歳6ヶ月）以降の育児休業について、期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、育休開始日について、1歳（1歳6ヶ月）時点に加え、配偶者が1歳（1歳6ヶ月）以降の育児休業を取得している場合には、その配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とできるようになります。
※２. 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。

6 .制度とお金のこと

子の出生後8週間以内に4週間（28日間）まで
取得可能 原則子が1歳（最長2歳）まで取得可能

配偶者またはパートナー（婚姻の届出をしていないが、事実
上婚姻関係と同様の事情にある者）が本人の子を出産すると
き、出産予定日または、実出産日の前後１週間に5日取得可能

分割して2回取得可能
（初回にまとめて申し出ることが必要）

分割して2回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則休業の2週間前までに申出 原則休業の1ヶ月前までに申出 出生前～出生後速やかに

労使契約を締結している場合に限り、労働者が
合意した範囲で休業中に就業することが可能 原則就業不可

事情により可。以前よりも育休開始日が柔軟化

特別な事情がある場合に限り再取得可能

出産特別休暇（会社独自の制度）

取得可能期間と日数

分割取得

申出期間

休業中の就業

1歳以降の延長

1歳以降の再取得

ー

ー

ー

ー

ー

ー

※1

※2

ー 育児休業制度について

（有給の休暇となります）



6 .制度とお金のこと

女性従業員が
出産するケース

男性従業員の
配偶者が

出産するケース

産前6w 産後8w 1歳2ヶ月 1歳6ヶ月 2歳 3歳

出産手当金

出産育児一時金 出産育児付加金

社会保険料免除

育児休業給付金
180日まで休業前給与の67%、以後50%

産休・育休中

社会保険料免除

育児休業給付金
180日まで休業前給与の67%、以後50%

【休業後1歳で復職し時短勤務したケース】

出産祝金

出産祝金

ファミサポバースデー祝い金

※1歳以降は保育所に入れないなどの理由がある場合は、支給対象期間延長可

※1歳以降は保育所に入れないなどの理由がある場合は、支給対象期間延長可

※産休後、時短で復職した場合

※復職後の支給となります

※時短で復職した場合

～ の詳細は次頁をご確認ください。

出生時育児休業・育休中

出産 1歳

ファミサポバースデー祝い金

育児時短就業給付金

※出生後、時短に切り替えた場合

※時短で復職した場合
育児時短就業給付金



対象：関東ITソフトウェア健康保険組合加入者／雇用保険加入者

お金

出産育児一時金

どこから？
（休業制度）

健康保険

健康保険

健康保険
（産前産後休業）

いつもらえる？ 内容 提出書類 出産した
本人 パートナー

直接受け取らず、分娩を
行った医療機関への支
払時に精算

申請後、
おおむね1か月後

申請後、
おおむね1か月後

健康保険の加入者が出産したとき、１児につき50万円（産科医
療補償制度加算対象出産でない場合は48万8千円）が出産育
児一時金として支給されます。

■出産育児一時金内払金
　支払依頼書・差額申請書
■直接支払制度に関する
　合意文書

■出産手当金支給申請書
■母子手帳（両親氏名・市
　区町村の出生証明書・子
　の生年月日・氏名記載
　ページ）
■給付金受給金融機関の
　通帳のコピー

関東ITソフトウェア健康保険組合の付加給付 9万円

出産のために会社を休んだ際に支給される手当 
1日分のおおよそ：給与÷30×3分の2 
産前産後休業の期間中、健康保険から1日につき、 原則として賃
金の3分の2相当額が支給されます。ただし、休業している間に
も会社から給与が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給さ
れている場合には、出産手当金は支給されません。

6 .制度とお金のこと
ー 出産や休業でもらえるお金

ー ー

ー

ー

◯

◯

◯

※直接支払制度利用の場合

※振込先は本人名義（旧姓名義不可）

1児につき50万円

出産育児付加金

出産手当金



対象：関東ITソフトウェア健康保険組合加入者／雇用保険加入者

お金 どこから？
（休業制度） いつもらえる？ 内容 提出書類 出産した

本人 パートナー

2ヶ月単位
（3ヶ月以内の復職後） 
申請後、
おおむね１ヶ月後

■育児休業申出書
■母子手帳（両親氏
　名・市区町村の出生
　証明書・子の生年
　月日・氏名記載
　ページ）
■給付金受給金融機
　関の通帳コピー（本
　人名義のもの）

育児休業を取得した際に受け取れる手当 
180日まで：賃金月額×67％ 
181日以降：賃金月額×50％
＜育児休業給付金＞
1歳未満の子（保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳に達する日まで）
を養育するために育児休業を取得した等、一定要件を満たした雇用保険被保険
者が対象で、原則として休業開始後6ヶ月間は休業開始前賃金の67％、休業開
始から6ヶ月経過後は50％が支給されます。
＜出生児育児休業給付金＞
子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間（28日）以内
の期間を定めて、子を養育するための出生時育児休業を取得した等、一定要件を
満たした雇用保険被保険者が対象で、原則として休業開始前賃金の67％が支給
されます。

時短勤務をした際に受け取れる手当
育児時短就業中の各月に支払われた賃金額×最大10%
時短勤務で復職したときから、子供が2歳になるまでが支給の対象となります。
育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短
就業を開始したこと等、一定要件を満たした雇用保険被保険者が対象で、原則と
して育児時短就業中に支払われた賃金額の10%が支給されます。ただし、育児
時短就業中に支払われた賃金の額が、時短就業前の90%以上の場合は、その
額に応じて逓減されます。

＜出生後休業支援給付金＞
子の出生直後の一定期間内（男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8
週間以内）に、雇用保険被保険者とその配偶者の両方が育児休業を通算14日以
上取得した等、一定要件を満たした場合、最大28日間、原則として休業開始前賃
金の13%が支給されます。出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わ
せて給付率 80％（手取り10割相当）になります。

雇用保険
（出生時育児休業
・育児休業）

6 .制度とお金のこと
ー 出産や休業でもらえるお金

◯

※その他ご本人の状況に応じて
書類をご案内します

（育児休業を取得した場合）

状況に応じて
ご案内いたします

◯
（時短勤務に変更した場合）

※上限あり

育児休業給付金
（出生時育児休業給付金
／出生後休業支援給付金）

2ヶ月単位
申請後、
おおむね1ヶ月後

雇用保険
育児時短就業
給付金



お金

社会保険料免除

どこから？
（休業制度）

健康保険
厚生年金

ギークスグループ

ギークスグループ

いつもらえる？ 内容 提出書類 出産した
本人

育休取得者
（男性）

免除

復職後最初の
給与支給月

1歳～3歳の子どもの
お誕生日の属する
給与支給月

産前産後休業中、育児休業中、健康保険・厚生年金保険の保険
料は、会社から年金事務所又は健康保険組合に申出をするこ
とによって、本人負担分・会社負担分ともに免除されます。社
会保険料の免除を受けても、健康保険に関する給付は通常ど
おり受けられます。また、免除された期間分も将来受け取る年
金額の算定に関しては支払ったものとして反映されます。

《支給条件》下記当てはまる方（出産したご本人とその配偶者・
パートナーが両名ともギークスグループの従業員である場合は
両名ともに支給されます。） 
（1）入社後3ヶ月が経過している従業員
（2）育休中などでないこと

従業員又はその配偶者・パートナーが出産した
場合に、1子につき祝金3万円を支給します。

1歳～3歳の子どものお誕生日ごとに
お祝い金10万円を支給。
母親も父親も対象です。
《支給条件》下記に当てはまる方 
（1）親権があり養育している 
（2）子どもの誕生日に在籍している
（3）支給開始時に勤続1年以上が経過している

6 .制度とお金のこと
ー 出産や休業でもらえるお金

ー

ー

産前産後及び育児休業中の
健康保険・厚生年金が免除される 

出産祝金

ファミサポ
バースデー祝金

慶事申請

※アルバイト・パート従業員・期間契約従業の場合は、正社員の労働時間の4分の3以上働いてい
る、かつ契約期間が6ヶ月以上の予定で長期就業が見込まれる方が対象

※アルバイト・パート従業員・期間契約従業の場合は、正社員の労働時間の4分の3以上働いてい
る且つ契約期間が6ヶ月以上の予定で長期就業が見込まれる方が対象

※復職後の支給となります

対象：関東ITソフトウェア健康保険組合加入者／雇用保険加入者

◯

◯

◯

（育児休業を取得した場合）



給与等に関する各事項の注意点

6 .制度とお金のこと

普通徴収（個人払）に切り替えとなります（ご自宅に納付書が届きます）。

休会となります。

産休・育休期間中は、保険料が免除となります
（同月の末日が育児休業等期間中である、または同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合）。

保険料負担はありません（産休・育休期間中で、給与が支給されない場合）。

給与支給がないため、所得税の控除はありません。
なお、産休育休に関する給付金（出産手当金、育児休業給付金等）は非課税です。

実施します。10月ごろに人事労務チームより、書類提出方法などをご案内します。

住民税

従業員持株会／財形貯蓄

健康保険料／厚生年金保険料

雇用保険料

所得税

年末調整

ー産休育休中の会社にまつわるお金・その他手続き



ー ①：妊娠判明後～産休育休までに対応すること

ー ②：子どもが生まれてから対応すること

　　  （会社への手続き）

ー ③：子どもが生まれてから対応すること

　　  （出生・出産手当金・育児休業給付金にまつわる手続き）

ー ④：復職前～復職後に対応すること

TODOリスト



7.TODOリスト
ー ①：妊娠判明後～産休育休までに対応すること

出産する本人／パートナー 妊娠について上長に相談

出産予定日を
人事労務チームに連絡

人事労務チームと面談
（対面 or オンライン面談）

時期

業務引継ぎ、休業期間（有給含む）、現時点で考えている復職後
の働き方などについてご相談ください。

人事労務チームにSlackで出産予定日をご連絡ください。

人事労務チームよりSlackにて面談日程調整のご連絡します。
面談では産休育休の制度概要や給与の取り扱いなどについてご
説明します。

人事労務チームとの面談時に書類をお渡しします。必要項目を記
入の上、下記へ送付ください。
〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア 39階（WeWork内）
ギークス株式会社 人事労務チーム宛

人事労務チームに
育児休業申出書を提出

妊娠判明時～安定期に入ったタイミング

妊娠判明時～安定期に入ったタイミング

産休育休開始の1～3ヶ月前

■育休：休業開始1ヶ月前までに 
■出生時育休：休業開始2週間前までに

出産する本人／パートナー

出産する本人／パートナー

育児休業取得者

対象 やること 備考



7.TODOリスト
ー ②：子どもが生まれてから対応すること（会社への手続き）

対象

出産した本人／パートナー 人事労務チームに
出産情報を連絡

TeamSpiritの稟議より
申請（慶事申請）

TeamSpiritの勤務表より
申請（出産特別休暇）

やること 時期 備考

人事労務チームにSlack／メールで以下の情報をご連絡ください。
・お子様の出生日
・お名前（＋フリガナ）
・性別
・扶養の有無
（扶養に入れる場合はマイナンバーも）

慶事申請をもとに給与とともにお祝い金3万円を支給します。

出産日（予定日）の前後1週間に5日間の出産特別休暇（有給）の取
得が可能です。

出生したお子さんを自分の扶養に入れるための手続きです。
SmartHRより扶養追加の申請をお願いします。申請され次第、
人事労務チームより必要書類についてご案内します。

SmartHRより
申請（扶養追加）

出産日から1週間～10日前後を目安に

出生後速やかに

出生前～出生後速やかに

出生後14日以内

パートナー

パートナー

扶養への追加希望者

※後日提出も可

※出産したご本人については、
復職後に申請していただきます（⇒④）。



7.TODOリスト
ー③：子どもが生まれてから対応すること（出生・出産手当金・育児休業給付金にまつわる手続き）

出産した本人 人事労務チームへ「出産手当
金支給申請書」を提出 

健保組合へ「出産育児一時
金内払金支払依頼書・差額
申請書」を提出

人事労務チームへ「記載内容
に関する確認書 申請等に関
する同意書」を提出

時期

産休育休取得前の人事労務チームとの面談時に
書類をお渡しします。必要項目を記入の上、下記へ送付ください。
〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア 39階（WeWork内）
ギークス株式会社 人事労務チーム宛

出産後56日経過後の産休期間終了後に会社から申請を行います。

産休育休取得前の人事労務チームとの面談時に書類をお渡しし
ます。必要項目を記入し、選択された制度により必要な添付書類
を添えて、下記へご送付ください。
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
関東ITソフトウェア健康保険組合 給付課宛

育児休業給付金支給申請を会社が行う旨の同意書です。育児休
業給付金申請のタイミングになりましたら会社より書類を送付
します。署名の上、下記へご送付ください。
〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア 39階（WeWork内）
ギークス株式会社 人事労務チーム宛

出生後速やかに

出産した本人
またはパートナーなど

役所などへ「出生届」を提出
所在地、子どもの出生地、本人・パートナーの本籍地のいずれか
の市区町村役所・役場に申請をしてください。出生届の書類は病
院等で取得可能です。出生届への署名は本人・パートナーが行う
必要がありますが、提出はご家族など別の方でも構いません。

出生の日から14日以内（初日算入）

出生後速やかに

育児休業給付金申請時

出産した本人
出産した被扶養者のパートナー

育児休業取得者 

対象 やること 備考



7.TODOリスト
ー ④：復職前～復職後に対応すること

保育園の申込を行う方 人事労務チームに
「就労証明書」の発行を依頼 

人事労務チームに
「申し込み結果」「復職時期」を連絡

人事労務チームに「保育園等に
入所出来なかった」旨を連絡

時期

人事労務チームにSlack／メールで居住する自治体の就労証明書のフォーマット
データを共有ください。発行には1週間程度お時間頂きます。

結果がわかり次第、人事労務チームにSlack／メールでご連絡ください。

入所出来なかった場合、育児休業延長の手続きを行います。人事労務チームにSlack／メー
ルでご連絡いただき【育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書、市区町村に提
出した保育所等の利用申込書の写し、入所保留の通知書等】のデータをご提出ください。

上長と復職日や復職後の働き方について相談後、人事労務チームに復職に関す
る事項をSlack／メールでご連絡ください。

上長と復職に関する事項について
認識合わせした後、
人事労務チームに報告

保育園の申込を行う時

短時間勤務希望者 人事労務チームに
「育児短時間勤務申出書」を提出

時短勤務を希望する場合、書類を人事労務チームからお渡しします。開始予定日
の1ヶ月前までに申出書に必要項目を記入し下記へご送付ください。
〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア 39階（WeWork内）
ギークス株式会社 人事労務チーム宛

復職日のめどがついたとき～
時短勤務開始予定日の1ヶ月前

出産した本人 TeamSpiritの稟議より
申請（慶事申請） 申請をもとに出産祝金3万円を支給します（給与振込）。復職後

希望者
人事労務チームに「厚生年金保険
養育期間標準報酬月額特例申出書」
を提出

子が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合に、養育期間中
の報酬の低下を将来の年金額に影響させず、その子を養育する前の標準報酬月額に
基づく年金額を受け取ることができるようにするための手続です。希望者の方は、書
類を人事労務チームからお渡しします。必要項目を記入し下記へご送付ください。
〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア 39階（WeWork内）
ギークス株式会社 人事労務チーム宛

復職後養育期間の従前標準報酬月額の
みなし措置を受けようとするとき

保育園の申込結果が出たとき

保育園の申込結果が出たとき

復職日のめどがついたとき 

保育園の申込を行った方

保育園に入所出来なかった方
（育休延長対象者）

全員

※時短勤務希望の方などが対象となる
ケースが多い手続きです。不明があれ
ば人事労務チームにご相談ください。

対象 やること 備考



子育てリンク集

制度や仕組み、仕事と家庭の両立について

厚生労働省「職場における子育て支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/index.html

妊娠・出産・子育て支援情報、子育て支援サービス

「子ども医療電話相談事業＃8000」
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html

厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp

「仕事と育児カムバック支援サイト」
https://comeback-shien.mhlw.go.jp/

「イクメンプロジェクト」
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

「赤ちゃん＆子育てインフォ」
http://www.mcfh.or.jp/

「さんきゅうパパプロジェクト」
https://www.fathering-japan-thankyoupapa.com/

「にっぽん子ども・子育て応援団」
http://www.nippon-kosodate.jp/

「働く女性の心とからだの応援サイト」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

「子どもの事故防止」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/



先輩ママパパからのメッセージ

妊娠中はとにかく、妻

のサポートに最大限

努めてください。手続

き等、男性ができることは動

いてあげてください。

ギークスグループが、自分

なりの働き方で子育ても

可能な環境であることを

知ってほしい！
大変だけど育児は

楽しいです。大切な

時間を楽しんでく

ださい。

周囲のサポートありきの妊

娠～出産ですが、妊娠に後

ろめたさを持たないでくだ

さい。困ったときはお互い様

ですよ！

「これが普通、こうあるべ

き」という概念に引っ張ら

れないでください。状況は

人によって違うので、無理

しすぎずに自分たちの最善

を模索しましょう！

乳幼児は本当に体調を崩

しやすいです。急遽休みが

必要になることも多いの

で、周りと相談しながら無

理なく働いてくださいね。



ギークス 経営管理本部
コーポレートデザイン部
人事労務チーム、
広報・サスティナビリティ推進部
シーズ広告制作会社

【制作チーム】

ギークスグループは、

メンバーのさまざまなライフイベントを応援しています。

困ったこと、わからないことがあれば

お気軽に人事労務チームにご相談ください！

2023年9月28日発行
（2025年4月1日更新）


